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注目トピックス 

01｜「裁量労働制」の法改正について 

2024年4月から、労使協定締結、届出等の手続きを経

て労働者の一部にみなし労働時間制を適用するための

「裁量労働制」について法改正が行われます。個別の労

働者の合意が必要になるなど厳格化されます。 

 

特集 

02｜コンプライアンス上注意すべき 

採用時のNG質問・NG行動 

大企業の社員が起こした応募者へのセクハラが話題に

なりました。コンプライアンス意識の高まり、SNSに

よる風評被害も踏まえた採用時の注意点について解説

します。 

 

03｜年収106万円、130万円の 

「年収の壁」対策について 

働き過ぎると家族の扶養から外れるため就業を調整す

る問題、いわゆる「年収の壁」について、政府が支援の

ための施策を発表しました。現時点での内容を解説しま

す。 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話題のビジネス書をナナメ読み 

04｜物語思考 「やりたいこと」が見つからな

くて悩む人のキャリア設計術（幻冬舎） 

ビジネスパーソンがなりたい状態はさまざまですが、理

想として掲げるためのステップはなかなか見いだせな

いものです。自己啓発関連の書籍としてよくある習慣づ

くりとは一線を画す「物語思考」とはどんなものなのか

見てみましょう。 

 

ささき文大社会保険労務士事務所より 

05｜お問い合わせについて 

06｜近況報告 

 

経営診断ツール 

07｜「年収の壁」現状確認チェックシート 

「裁量労働制」の 

法改正について 
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ささき文大社会保険労務士事務所 

労務管理や助成金などのご相談がござい

ましたら、お気軽に当事務所までお問い

合わせください。 

当事務所へのお問い合わせについて
 

今月の事務所通信はいかがでしたか？ 

来月も充実した内容でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。 

 

なお、今回の内容に関して、ご不明点やご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

ささき文大社会保険労務士事務所 

代表 佐々木 文大 

所在地 
〒253-0053 

神奈川県茅ヶ崎市東海岸北4-1-36-201 

営業時間 9：00～17：00 

電話 0467-88-0661 090-5441-5696 

FAX 0467-88-0661 

メール bun@sasakisr.com 

 

 
代表よりあいさつ 
 

メッセージをお書きください。 

当事務所からの 
お知らせ 



 

  

ささき文大社会保険労務士事務所 

「年収の壁」 
現状確認チェックシート 

2023年版チェックシート 

年収の壁で就業を調整する「年収の壁」問題についての現状を確認するためのチェックシートです。 

 

チェック項目 

 

FAXのご返送は 0467-88-0661 まで 
 

 貴社名    ご担当者名   

 ご住所    E-mail   

 TEL    ご要望を 

 お書きください 

  

 FAX   

 

No チェック項目 YES NO 

1 
パートタイマーの平均労働時間は週何時間程度ですか 

□ 週20時間未満  □ 週20時間以上30時間未満 □ 週30時間以上 

2 
パートタイマーの年齢は何歳代ですか（複数回答可） 

□ 20歳代 □ 30歳代  □ 40歳代  □ 50歳代  □ 60歳代  □ 70歳代以上 

3 「年収の壁」について実際にパートタイマー相談されたことがありますか？   

4 

No.3でYESの場合、「年収の壁」への対策として具体的にどのような対応をしましたか。次の中から選択

してください（複数回答可） 

□ 労働時間、労働日数を減らす □ 翌年に給与支給を延ばす □ 給与でなく社長のポケットマネーで支払う 

□ その他 （                       ） 

5 社会保険適用拡大について、パートタイマーに説明していますか？    

6 今後パートタイマーの昇給を考えていますか？   

7 正社員等に対して家族手当を支給していますか？   

8 
No.７がYESの場合、その認定基準は次のうちどれですか？ 

□ 税法上の扶養範囲内 □ 社会保険上の扶養範囲内 □ 収入要件なし 


